
 

         

文
京
区
長
の
職
務
代
理
順
序
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
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月
二
十
六
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文
京
区
規
則
第
六
十
号 

 
 

 

文
京
区
長
の
職
務
代
理
順
序
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

文
京
区
長
の
職
務
代
理
順
序
に
関
す
る
規
則
（
令
和
六
年
七
月
文
京
区
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
順
位 

副
区
長 

佐
藤 

正
子 

 
 

第
一
順
位 

副
区
長 

加
藤 

裕
一 

第
二
順
位 
副
区
長 

加
藤 

裕
一 

 
 

第
二
順
位 

副
区
長 

新
名 

幸
男 

 

付 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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を 

に
改
め
る
。 


